
上尾市いじめ問題再調査委員会への諮問までの経緯 

１ いじめ重大事態の発生 

  ・令和４年 ５月２４日 被害生徒が担任教諭に加害生徒から腹部の殴打やわいせつ

な内容のメールの送付等を受けていることを相談 

  ・  〃  ６月 ９日 被害生徒が不登校になる 

  ⇒学校にいじめ調査委員会を立ち上げて本事案をいじめ重大事態として取り扱う 

  ・  〃 １０月１７日 学校がいじめ重大事態に関する調査報告書を作成 

 

 

 

 

 

２ 上尾市いじめ問題調査委員会による調査の実施 

  ・令和４年１１月 ７日 第１回調査委員会（以降、計６回開催） 

  ・  〃 １２月 ５日 聞き取り調査開始（被害・加害生徒側、学校調査委等） 

  ・令和５年 ７月２７日 市長に調査報告書を提出して結果を報告 

              ※併せて７月２５日付けの保護者からの所見も提出 

  ・  〃  ８月２３日 教育委員会ＨＰにおける調査報告書の公表 

 

 

 

 

 

３ 上尾市いじめ問題再調査委員会の設置 

  ・令和５年１２月２７日 市長が採択された請願を受理 

  ・令和６年 １月１０日 被害生徒の保護者に対し市による再調査の意向を確認 

  ・  〃  １月２３日 被害生徒の家族からの要望書を受理 

  ⇒請願の内容や被害生徒側の要望を踏まえ、市による再調査の実施を決定 

  ・  〃  １月３０日 各団体に再調査委員会委員の推薦を依頼 

  ・  〃  ２月 ９日 定例記者会見において市による再調査の実施を公表 

  ・  〃  ２月２１日 各団体からの推薦者を再調査委員会委員として委嘱 

  ・  〃  ２月２２日 市長が再調査委員会に再調査の実施を諮問 

 

 

 

 

  ※その他の動向 

  ・令和６年 １月３０日 他の市民が監査委員に住民監査請求 

              （調査委員会委員の報酬等の返還に関する措置要求） 

  ・  〃  ２月 ５日 監査委員の住民監査実施の決定（３月３０日まで） 

被害生徒の不登校状態が一向に改善されず、また、提示された調査報告書の内容等の

学校の対応に強い不信感を持ち、第三者委員会の設置を求める 

被害生徒側 

・令和５年１２月１２日 他の市民から市による再調査を要望する旨の請願を受理 

・  〃 １２月２５日 令和５年１２月定例会において本請願を採択 

市議会 

上尾市いじめ問題再調査委員会の設置 
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